
恵庭市総合体育館ネーミングライツ・パートナーの募集について 

１．目的 
市有施設等を広告媒体として活用することにより、市有施設等が有する経済的価値を有効に活用し、市の新

たな財源の確保を図るとともに、ネーミングライツ・パートナーに対しネーミングライツを通じて地域社会に

貢献する機会を提供することを目的とします。 

２．導入する施設 
施 設 名 称 恵庭市総合体育館 

施設所在地 恵庭市黄金中央５丁目１９９番地２

３．付与することができる愛称の条件 
市民にとって親しみやすく、わかりやすいものであること 

体育施設であることを連想させるものであること 

「恵庭」の地名を含めること（漢字、片仮名、平仮名、ローマ字のいずれか一種類により表記すること） 

恵庭市以外の地域を連想させる表現を含めないこと 

４．愛称の使用期間 
 愛称を使用する期間は５年間とします。 

５．ネーミングライツの対価 
総合体育館のネーミングライツの対価は金銭によるものとし、提案の希望価格として年額５０万円程度を予

定しております。 

６．導入までのスケジュール（案） 
導入にあたっては下記のスケジュール（案）によることとし、ガイドラインに基づいて事務を執り進めま

す。 

2 月 3日（木） 公募受付開始 

2 月 18日（金） 公募受付終了 

3 月上旬 優先交渉権者決定 

3 月中旬 契約締結 

4 月上旬 愛称の使用開始 
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